
当該業者は、野田団地市営住宅解体工事設計業務委託の受託者であり、本業
務に精通した設計事務所である。現場条件や設計内容を熟知しており、業務の
円滑な実施を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167
条の2第1項第6号の規定により随意契約するもの。
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見　積　結　果　報　告　書

岩手県釜石市野田町五丁目8番70号

№

月7
第４庁舎

第７会議室

業 務 概 要

見積日時・場所 00 分令 和 年 時

委 託 業 務 名

業務委託場所

5 1022 日

随意契約理由

野田団地市営住宅解体工事監理業務委託

受 託 者

住　所

契 約 金 額

岩手県釜石市小佐野町2丁目4番15号

氏　名 有限会社　アルファーシステム　 代表取締役　柏舘　旨緒

5年 日月 26

1,980,000 円

令 和

工事監理業務委託　一式

至

自 7

令 和 8

履 行 期 間

日年 1 月 30



業　　者　　名

出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説

見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

1,990,000 1,940,0001 ㈲アルファーシステム ○ 1,800,000
決
定

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

円

20

決 定 価格 （税 抜） 1,800,000 円

予 定 価格 （税 抜） 1,815,000


